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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
〒105-5543 東京都港区⻁ノ門2丁目6-1  
⻁ノ門ヒルズステーションタワー 
TEL: (03) 4587 6000 

2026 年 4 月 28 日 
 
受益者の皆さまへ 
 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
 

モモナナリリザザ  ゴゴーールルドドママンン・・ササッッククスス世世界界債債券券フファァンンドド 
信信託託約約款款のの変変更更予予定定ににかかかかるるおお知知ららせせ  

 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引立てを賜わり、厚く御礼申し上
げます。 
 

さて、ご投資いただいております「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド」（以下「本ファン
ド」といいます。）は、1998 年 12 月 4 日の設定以来、27 年以上にわたり、日本を含む世界の高格付け債券を
中⼼に分散投資を⾏い、信託財産の⻑期的な成⻑を図ることを目標として運⽤を⾏ってまいりました。 

 
しかしながら、2026 年 3 月 31 日現在、本ファンドの純資産総額は約 42 億円に減少しており、運⽤の基本方

針にしたがった運⽤を継続することが著しく困難な資産規模となっております。本ファンドの運⽤の基本方針
にしたがい効率的に投資ポートフォリオを維持するためには、現時点の市場環境において、5,000 万米ドル（約
80 億円）程度の純資産総額が必要と判断しております。 

 
こうした状況を踏まえ、弊社といたしましては、運⽤の基本方針等を変更し、主要投資対象を運⽤の継続に問

題のない資産規模のマザーファンドに変更することで、本ファンドの存続を図ることが受益者の利益に資する
ものと判断をいたしました。なお、本変更は、本ファンドの基本的な性格を変更させることとなるため、信託
約款の重大な変更に該当するとの判断をしております。 

 
つきましては、2026 年 7 月 11 日（土）をもって本ファンドの信託約款の重大な変更を実施することを予定し

ておりますのでお知らせ申し上げます。詳細につきましては、下記をご覧ください。 
 
この信託約款の重大な変更にご異議のある受益者の方は、下記の方法により、2026 年 6 月 15 日（月）までに

弊社にお申し出くださいますようお願いいたします。ご異議のない受益者の方におかれましては、手続きの必
要はございません。 

 
何卒ご理解を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

敬具 
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記 
【【ごご案案内内】】  

「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド」の信託約款の重大な変更に関する手続きのご案内で
す。 

 
【【信信託託約約款款のの主主なな変変更更内内容容おおよよびび理理由由】】  
①① 運運⽤⽤のの基基本本方方針針のの変変更更【【重重大大なな変変更更】】  

本ファンドの純資産総額の減少により、運⽤の基本方針にしたがった運⽤を継続することが著しく困難な状況
となっていることから、本ファンドの主要投資対象を、運⽤の継続に問題のない資産規模を有する「外国債券
コア・マザーファンド」に変更することで、本ファンドの存続を図るものとします。 
 
主要投資対象を「外国債券コア・マザーファンド」へと変更することにより、運⽤の基本方針を「信託財産の
⻑期的な成⻑を図ることを目標として運⽤を⾏う」ものから「安定した収益の確保と信託財産の着実な成⻑を
めざして運⽤を⾏う」ものに変更し、実質的投資対象から日本の債券を除きます。かかる変更後の運⽤の基本
方針は、外国債券運⽤の実態により即したものと判断しており、本ファンドのリスクレベルが特段変更される
わけではありません。また、ベンチマークを「ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス
（円ヘッジベース）」から「ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッ
ジベース）」に変更し、投資対象となる債券の格付けにかかる制約は廃止します。 
 
これらの変更により、運⽤の柔軟性を向上させるとともに信託報酬を引き下げ（下記⑤）ることで運⽤成果の
改善を図り、⻑期的により安定した資産規模のもと継続的に受益者の皆さまに投資機会をご提供することが可
能となることから、受益者の皆さまの利益に資するものと考えております。変更内容につきましては、後記
「本ファンドの主な変更内容」もご覧ください。 

 
②② 信信託託のの終終了了（（繰繰上上償償還還））ににかかかかるる規規定定のの変変更更【【重重大大なな変変更更】】  

本ファンドの信託約款において、委託会社が信託契約の解約を⾏うことができる基準を「受益権口数（50 億
口）」と定めておりましたが、運⽤上の管理においては受益権口数よりもファンドの純資産総額が判断基準と
なるため、ファンド設定時の受益権１口当たりの信託の元本の額に当該受益権口数を乗じて算定した額である
「純資産総額（50 億円）」に変更します。 
 

③③ 適適⽤⽤すするる信信託託法法のの変変更更【【重重大大なな変変更更】】  
本ファンドを旧信託法（信託法（大正 11 年法律第 62 号））の適⽤を受けるものから新信託法（信託法（平
成 18 年法律第 108 号））の適⽤を受けるものに変更します。この変更により、重大な信託約款の変更等にお
ける受益者の権利⾏使の手続きが合理化され、手続きの複雑性および受益者の事務負担が軽減されます。 

 
④④ 名名称称のの変変更更  

上記①の運⽤の基本方針およびマザーファンドの変更に伴い、本ファンドの名称を「GS 外国債券コア・ファ
ンド」に変更します。 
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⑤⑤ 信信託託報報酬酬のの引引きき下下げげ  
上記①の運⽤の基本方針およびマザーファンドの変更に伴い、信託報酬を純資産総額に対して「年率 1.155％
（税抜年率 1.05％）」から「年率 0.638％（税抜年率 0.58％）」に引き下げます。くわしくは、後記「本ファ
ンドの主な変更内容」をご覧ください。 

 
⑥⑥ 文文言言のの整整備備等等  

弊社を委託者とする他の信託約款の記載と平仄を揃えるための変更を⾏います。 
 
※上記④〜⑥の変更は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める信託約款の重大な内容の変更には該

当しないため、異議申立ての対象ではございません。また、委託会社の判断により上記変更を⾏わない、ま
たは変更の内容が修正される場合があります。なお、異議申立手続きの結果、約款変更が成立した場合は、
モナリザ世界債券マザーファンドは償還となります。 

 

【【手手続続ききににつついいてて】】  
「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド」の信託約款の重大な変更について、賛成または反対
をご判断ください。以下のフローチャートに沿って、手続きをお願いいたします。 
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基準日（受益者の確定）：   2026 年 4 月 28 日（火） 
新聞公告（日本経済新聞朝刊に掲載） 2026 年 4 月 28 日（火） 
異議申立期間：    2026 年 4 月 28 日（火）から 2026 年 6 月 15 日（月）まで 
信託約款の重大な変更の可否決定：  2026 年 6 月 16 日（火） 
買取請求期間：    2026 年 6 月 19 日（金）から 2026 年 7 月 8 日（水）まで 
信託約款の重大な変更の適⽤日：  2026 年 7 月 11 日（土） 

ＢＢ..  異異議議申申立立手手続続ききのの日日程程  

 本ファンドの異議申立ての対象は、2026 年 4 月 28 日（火）（基準日）時点の受益者の皆さまです。2026 年
４月 24 日（金）までの取得のお申込みが対象となり、2026 年 4 月 25 日（土）以降に本ファンドのご購入
をお申込みいただき、これに伴い本ファンドを取得した受益権につきましては上記の異議を申し立てるこ
とはできません。 

 異議申立期間中に異議申立てをされた受益者の受益権の合計口数が、基準日時点の本ファンドの受益権総
口数の 2 分の 1 を超えなかった場合は、2026 年 7 月 11 日（土）が信託約款の変更適⽤日となります。 

 かかる合計口数が基準日時点の本ファンドの受益権総口数の 2 分の 1 を超えた場合には、信託約款の変更は
⾏いません。この場合、異議申立期間終了後、速やかに信託約款の変更を⾏わない旨を日本経済新聞にて
公告し、お知らせいたします。 

 異議申立ての結果、信託約款を変更しないこととなった場合におきましても、本ファンドの資産規模の状
況等により、運⽤方針に従った運⽤ができず、やむを得ずキャッシュ運⽤等に移⾏する可能性があります
ので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

ＣＣ..  異異議議申申立立手手続続ききのの概概要要  

スステテッッププ１１：：以下の①から⑧の項目を書面にご記入・ご捺印ください。 
① 異議申立ての日付（異議申立書の発信日） 
② 販売会社にご登録のお名前とご住所 
③ ご連絡先電話番号 
④ ファンド名称「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド」 
⑤ 受益権を保有している販売会社、口座所属店名、投資信託口座番号 
⑥ 保有されている受益権口数（2026 年 4 月 28 日（火）現在の口数。ご不明な場合はお取扱い販売会

社にお問い合わせください。） 
⑦ 信託約款の重大な変更について反対する旨（例:「上記ファンドについて、信託約款の重大な変更

に異議を申し立てます。」） 
⑧ ご署名とご捺印 

 
スステテッッププ 22：：ステップ 1 でご記入・ご捺印いただいた書面を同封の返信⽤封筒に入れてご郵送ください。 

ＡＡ．．異異議議申申立立手手続続きき  
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 2026 年 6 月 15 日（月）弊社到着分までが有効となります。 
 信信託託約約款款のの重重大大なな変変更更ににごご同同意意いいたただだけけるる場場合合、、異異議議申申立立ててのの手手続続ききはは不不要要でですす。。  
 異議申立てをされた受益者の皆さまは、弊社と販売会社との間で受益者に関する情報を共有することにご

同意いただいたものとします。 
 異議申立てをされた場合、弊社は販売会社に対し、受益権口数等、正確性を期するための確認を⾏いま

す。 
 口座所属店名や投資信託口座番号の記入がない場合、お名前やご住所が販売会社に登録されているものと

異なる場合等、記入内容に不備等がある場合や個人情報の取扱いにご同意いただけない場合には、異議申
立てが無効となることがあります。 

 必要がある場合にはご本人様確認のための書類等をご提出いただくことがあります。 

ＤＤ．．異異議議申申立立手手続続ききにに関関すするるごご留留意意事事項項  

スステテッッププ３３：：  
 信託約款の重大な変更が決定した場合、異議申立てをされた受益者の皆さまは、本ファンドの受託会社に対

して保有されている受益権について、買取請求を⾏うことができます。 
 異異議議申申立立ててををさされれたた受受益益者者がが必必ずず買買取取請請求求ををししななけけれればばななららなないいわわけけででははごござざいいまませせんん。。異議申立受付期間

中・買取請求受付期間中ともに、通常通り、本ファンドのご購入およびご解約のお申込みを受付けます。た
だし、買取請求を⾏った受益権については、換金のお申込みを⾏うことはできなくなりますのでご留意くだ
さい。 

 買取請求は 2026 年 6 月 19 日（金）から 2026 年 7 月 8 日（水）までの期間のみの受付となります。 
 買取請求を⾏う受益者は、必要書類をご準備いただきご郵送いただくこととなります。 
 信託約款の重大な変更の決定後、弊社より異議申立てをされた受益者の皆さまに「信託約款の重大な変更に

係る買取請求受付開始のお知らせ」を郵送いたしますので、くわしくはこの書面にてご確認ください。 

EE．．買買取取請請求求手手続続きき  
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【【よよくくああるるごご質質問問】】  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• 投資信託において信託約款の重大な変更や繰上償還を⾏う場合に、受益者の賛否を問う制度が投資信託
及び投資法人に関する法律（投信法）で設けられています。受益者は保有する受益権の口数に応じて異
議申し立てをすることで反対の意思表示することができます。 

• 異議申立期間は、1 か月以上とすることが投信法および本ファンドの信託約款に規定されております。 
• 本ファンドの異議申立期間は、2026 年 4 月 28 日（火）から 2026 年 6 月 15 日（月）までです。 

ＱＱ１１：：異異議議申申立立ててととはは何何でですすかか？？  

• 信託約款の重大な変更が決定した場合は、現在の投資方針にしたがった運⽤は 2026 年 7 月 10 日（金）
まで継続し、2026 年 7 月 13 日（月）から変更後の投資方針に移⾏する予定です。この際、数日間、債
券への投資が⾏われない期間が生じることとなります。 

• 変更後の投資方針への移⾏は 2026 年 7 月 17 日（金）ごろに概ね完了する見通しです。 

ＱＱ４４：：信信託託約約款款のの重重大大なな変変更更がが決決定定ししたた場場合合、、運運⽤⽤ははどどののよよううにに変変更更さされれまますすかか？？  

• 異議申立期間中および買取請求期間も通常通り、ご購入・ご換金のお申し込みが可能です（申込不可日
を除きます。） 

ＱＱ55：：購購入入・・換換金金ががででききなないい期期間間ははあありりまますすかか？？  

• 異議を申し立てられた方が 2026 年 4 月 28 日（火）時点の受益権総口数の 2 分の 1 を超えた場合は、
信託約款の重大な変更は⾏いません。異議申立をされた受益者の受益権の合計口数が、上記時点の受
益権総口数の 2 分の 1 を超えない場合には信託約款の重大な変更を⾏います。 

• 信託約款の重大な変更を⾏う場合には、2026 年 7 月 11 日（土）が変更の適⽤日です。 

ＱＱ２２：：信信託託約約款款のの重重大大なな変変更更ははどどののよよううにに決決定定さされれまますすかか？？  

• 信託約款の重大な変更の可否決定は 2026 年 6 月 16 日（火）に⾏われます。 
• 信託約款の重大な変更を⾏わない場合は、2026 年 6 月 16 日（火）以降、速やかに日本経済新聞にて公

告し、お知らせいたします。 
• いずれの場合も、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（株）のウェブサイトにご案内を

掲載する予定です。 

ＱＱ３３：：信信託託約約款款のの重重大大なな変変更更のの決決定定はは通通知知さされれまますすかか？？  
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以上 
 

 
  

• 直接的に受益者の皆さまに負担をお願いする費⽤はございません。 
• 信託約款の重大な変更が適⽤されたのちに、本ファンドは現⾏の投資先である「モナリザ世界債券マザ

ーファンド」を売却し、「外国債券コア・マザーファンド」を購入することとなります。この一連の移
⾏にあたり、両マザーファンドにおいて債券等の売買にかかる取引費⽤が発生し、受益者の皆さまの間
接的な負担となります。 

• なお、債券等の売買にかかる取引費⽤は、通常の運⽤においても発生します。 

ＱＱ66：：信信託託約約款款のの重重大大なな変変更更にによよっってて、、何何かか費費⽤⽤はは発発生生ししまますすかか？？  

その他、本状に関しましてご不明な点は以下の窓口までお問い合わせください。 
  

モモナナリリザザ  ゴゴーールルドドママンン・・ササッッククスス世世界界債債券券フファァンンドド：：  
信信託託約約款款のの重重大大なな変変更更ににつついいててののおお問問いい合合わわせせ専専⽤⽤窓窓口口  

  

フフリリーーダダイイヤヤルル：：00112200--333311--337766  
2026 年 4 月 28 日〜2026 年 7 月 10 日 
土日祝日を除く午前 9 時〜午後 5 時 

 
〒105-5543 東京都港区⻁ノ門 2-6-1 ⻁ノ門ヒルズステーションタワー 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
ファンド顧客サービス部 
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【【ごご参参考考：：本本フファァンンドドのの主主なな変変更更内内容容】】  
 

AA.. フファァンンドドのの名名称称等等のの変変更更  
  変変更更前前 変変更更後後 

フファァンンドド名名称称  モナリザ ゴールドマン・サックス世界債
券ファンド  

GS 外国債券コア・ファンド 

日日経経新新聞聞掲掲載載略略称称  モナリザ 外債コア 
 

BB.. フファァンンドドのの目目的的・・特特色色・・投投資資対対象象等等のの変変更更  
 項項目目 変変更更前前 変変更更後後 

11  フファァンンドドのの目目的的  日本を含む世界の高格付け債券を中⼼に
分散投資を⾏い、信託財産の⻑期的な成
⻑を図ることを目標として運⽤を⾏いま
す。 

日本を除く世界各国の債券に幅広く分散
投資を⾏い、安定した収益の確保と信託
財産の着実な成⻑をめざして運⽤を⾏い
ます。 

22  フファァンンドドのの特特色色  1. 主として日本を含む世界各国の投資
適格債券に投資します。 

2. ブルームバーグ・グローバル・アグ
リゲート・インデックス（円ヘッジ
ベース）をベンチマークとし、⻑期
的にベンチマークを上回る投資成果
をめざします。 

3. 外貨建資産については、対円で為替
ヘッジを⾏うことにより、為替変動
リスクの低減を図ります。 

4. 付加価値の獲得を目的に、通貨のア
クティブ運⽤を⾏います。 

1. 主として日本を除く世界各国の債券
に幅広く分散投資を⾏います。 

2. ブルームバーグ・グローバル・アグ
リゲート・インデックス（除く日
本、円ヘッジベース）をベンチマー
クとし、⻑期的にベンチマークを上
回る投資成果をめざします。 

3. 外貨建資産については、対円で為替
ヘッジを⾏うことにより、為替変動
リスクの低減を図ります。 

4. 付加価値の獲得を目的に、通貨のア
クティブ運⽤を⾏います 

33  フファァンンドドのの主主要要  
投投資資対対象象  

本ファンドは、世界各国の国債、政府関
係 機 関 債 、 社 債 、 モ ー ゲ ー ジ 証 券
（MBS）を主要投資対象とします。 

本ファンドは、世界各国の国債、国際機
関債、政府関係機関債、社債、モーゲー
ジ証券、アセットバック証券を主要投資
対象とします。 

44  高高格格付付けけ債債券券へへ
のの投投資資  

投資対象となる債券の格付けは、組入れ
時においてトリプル B 格(トリプル B マ
イナス格も含みます。)相当以上の銘柄と
します。また、原則として、ポートフォ
リオの平均格付けはダブル A 格(ダブル A
マイナス格も含みます。)相当以上に維持
するように運⽤します。 

＜債券の格付けにかかる制約は撤廃しま
す。＞ 
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 項項目目 変変更更前前 変変更更後後 
55  商商品品分分類類  追加型/内外/債券 追加型/海外/債券 
66  属属性性区区分分  その他資産（投資信託証券（債券））/年

2 回/グローバル（日本を含む）/ファミ
リーファンド/為替ヘッジあり（部分ヘ

ッジ） 

その他資産（投資信託証券（債券））/年
2 回/グローバル（日本を除く）/ファミ
リーファンド/為替ヘッジあり（部分ヘ
ッジ） 

77  ママザザーーフファァンンドド  モナリザ世界債券マザーファンド 外国債券コア・マザーファンド 
 

CC.. フファァンンドドのの費費⽤⽤等等のの変変更更  
 変変更更前前  変変更更後後  

運運⽤⽤管管理理費費⽤⽤  
（（信信託託報報酬酬））  

純資産総額に対して年率 1.155％ 
（税抜年率 1.05％） 

純資産総額に対して年率 0.638％ 
（税抜年率 0.58％） 

内内  
訳訳  

委委託託会会社社  年率 0.55％（税抜年率 0.5％） 年率 0.33％（税抜年率 0.3％） 
販販売売会会社社  年率 0.55％（税抜年率 0.5％） 年率 0.275％（税抜年率 0.25％） 
受受託託会会社社  年率 0.055％（税抜年率 0.05％） 年率 0.033％（税抜年率 0.03％） 

 

DD.. そそのの他他のの諸諸要要件件のの変変更更  
 変変更更前前 変変更更後後 
フファァンンドド形形態態 株式投資信託／公募／自動けいぞく投資

専⽤ 
株式投資信託／公募／自動けいぞく投資
可能 

大大口口解解約約のの制制限限 信託財産の資金管理を円滑に⾏うため、
1 顧客 1 日当たり 3 億円以上の大口のご
換金は制限することがあります。 

信託財産の資金管理を円滑に⾏うために
大口の換金申込みに制限を設ける場合が
あります。 
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【【ごご参参考考：：変変更更後後ののフファァンンドドのの特特色色】】  

 

 

【【ごご参参考考：：変変更更前前・・変変更更後後ののベベンンチチママーーククのの概概要要】】  
  

変変更更前前  変変更更後後  
ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・イ
ンデックス（円ヘッジベース） 

ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・イ
ンデックス（除く日本、円ヘッジベース） 

国別構成比率 

 
 

国別構成比率 
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変変更更前前  変変更更後後  
格付け別構成比率 

 
2026 年 1 月末現在 

格付け別構成比率 

 
2026 年 1 月末現在 

 

  
【【ごご参参考考：：外外国国債債券券ココアア・・ママザザーーフファァンンドドのの基基準準価価額額のの推推移移】】  

設定来（2005 年 11 月 15 日〜2026 年 1 月 30 日） 

 
2026 年 1 月 30 日時点の基準価額 14,330 円 
2026 年 1 月 30 日時点の純資産総額：249 億円 
＊上記は「外国債券コア・マザーファンド」の実績です。マザーファンドにおいては、信託報酬および信託事
務の諸費⽤の負担がないことにつき、ご留意ください。また、上記は過去の実績であり、将来の結果を保証す
るものではありません。 
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